
 

4月度 ＜第 36回＞       会長の時間           平成 26年 4月 10日 

【雑誌月間】 

 
…さて…今月は【雑誌月間】でも御座いますが、ここ最近、新入会員の皆さん

も複数名ご入会いただいておりますし、本日の卓話者の蔵田理事長さんも何れ

は、当クラブにご入会して頂けるでしょうから、 

期待を込め、敢えて 

RC の基本中の基本でもあります所の「例会」Weekly Meeting(Club)又は

Meeting  ob  Club 或いは Regular Meetingとも呼ばれております「例会（ク

ラブ）」についてお話しいたします。 

 

ロータリークラブの定款・細則に基づき、クラブが行う週 1 回のロータリーで

最も重要な会合である。例会はロータリアンの人生修養道場として尊厳にして、

お互いの宗教的信仰と価値観に寛容であり、ビジターとゲストの感銘と参加で

きた喜びを与えるものでなければならないと、言われております。 

各クラブは、自己の権限で例会場を決定できる。各クラブの会員は、いずれ

も他のロータリークラブの例会に出席する権利があるから、クラブは、他のロ

ータリークラブのどの会員でも出席できるような場所で例会を開くものとされ

ている。 

また、例会は教育的プログラムそのものに目的があるのであって年次総会と

理事会が指定した議題を審議［臨時総会］する以外は、決議する場所ではない。 

クラブは毎月 1 回の例会をロータリー情報、ロータリー教育、指導者研修に充

てることのメリットを自覚し、会員に国際ロータリーとロータリー財団のプロ

グラムを体系的に学ぶ機会を提供することが重要である。（2003年 2月 RI理事

会にある） 

（ア）日及び時間 

毎週 1 回、細則に定められた日及び時間に、定期の会合を開かなければ

ならない。 

（イ）会合の変更 

正当の理由がある場合は、理事会は、前回の例会の翌日から次の例会の

前日までの間のいずれかの日、又は定例日の他の時間、または他の場所

に変更することができる。 

 

（ウ）例会に取り消し 

例会日が一般に認められた祝日を含む法定休日に当たる場合、クラブ会



員が死亡した場合、全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生し

た場合、地域社会で武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、上記以

外の理由であっても、理事会は 1 年に 4 回まで例会を取りやめることが

出来る。但し、本クラブが 3 回を超えて続けて例会を開かないことがあ

ってはならない。…等、厳しく規定されています。 

 

次に、「出席（Attendance）」についてですが、各会員はクラブ例会に出席しな

ければならない。規定の出席率に満たない時は、理事会が正当かつ十分な理由

があると認めない限り会員資格を失うこともある。 

出席とみなされるには例会時間の少なくとも 60％に出席するか、または、急用

で早退しなければならない理由を理事会が認めた場合以外は規定の方法でメー

クアップしなければならない。 

国内で長期出張の場合は出張先の指定クラブに出席し、指定クラブ幹事から所

属クラブに通知することによって所属クラブに出席と記録される。 

 

続きまして、「出席規定の免除」があり次のような場合、出席規定の適用は免除

されます。 

（ア）理事会の承認する条件と事情による欠席の場合。理事会は、正当かつ十

分な理由による会員の欠席を認める権限を持つ。 

（イ）一つ又はいくつかのロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢が合

計 85歳以上であり、さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面

をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した場合。 

（ウ）会員が現役の RI役員である場合、その会員に対する出席規定の適用は免

除されるものとする。 

（エ）ロータリアンが会期 2 日以上の国際ロータリーの会合（たとえば地区大

会）に出席したとき、その期間がメークアップ期間に含めれる場合、2回

分のメークアップとみなすことができる。 

一方、「欠席による会員身分の終結」があります。 

（ア）年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会出席率が少な

くとも 50%に達していなければならない。 

（イ）年度の各半期間に開かれた本クラブの例会総数のうち、少なくとも 30％

に出席しなければならない。但し、ガバナー補佐は、この義務を免除さ

れる。 

（ウ）会員が規定通り出席できない場合、その会員身分は、理事会が正当かつ

十分な理由があると認めない限り、終結することがある。 

（エ）会員の会員身分は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、



また、出席規定の免除もしくは RI役員の欠席に従う場合を除き、連続 4

回例会に出席せず、また、メークアップもしてない場合、クラブ理事会

は、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えられる旨通

知するものとする。その後、理事会は、加半数によって、会員身分を終

結することができる。 

 

その「欠席補填（Make-up）」ですが、例会に欠席の予定、または欠席した会員

は本クラブの前々回の例会の定刻から欠席例会の定刻まで（事前メークアップ）、

または次々回の例会の定刻まで（事後メークアップ）すなわち、前後 2 週間の

間にどこかの RC の例会または認められるロータリー会合への出席によって、

その欠席を補填することができる。 

 

と有り、当クラブでも、規定通り運用しておりますが、その他では、当クラブ

の理事会で承認された会合（理事会、奉仕行事、合同委員会、地区関連行事等）

出席した場合はメークアップが認められます。 

皆さんの事業所でも、これだけ厳しくないと思いますが、任意で入った会（ク

ラブ）です。ルールを良く知り、ルールを活用しながらロータリーをエンジョ

イして下さいます様お勧めいたします。 

 

それでは、本日もロータリーライフをお楽しみ下さいますようお願いし会長の

時間といたします。 


